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自
由
裁
量
庭
分
に
封
す
ろ
判
決

一
、

二
、

三
、

四
、

五
、

問
題
の
所
在

抗
告
訴
訟
の
客
艦

自
由
裁
量
と
訴
の
不
適
法

自
由
裁
量
の
限
界
喩
越

辮
論
手
績
の
省
略

田

口

精

一

一
、
問
題
の
所
在

　
行
政
虞
分
の
取
清
を
求
め
る
抗
告
訴
訟
に
つ
い
て
、
、
奮
制
度
に
お
い
て
は
、
「
行
政
官
磨
ノ
違
法
塵
分
二
由
リ
椹
利
ヲ
傷
害
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ス
ル

ノ
訴
訟
」
（
奮
憲
法
第
六
＋
一
條
）
と
さ
れ
、
現
行
制
度
に
お
い
て
も
、
「
行
政
聴
の
違
法
な
処
分
の
取
消
叉
は
変
更
に
係
る
訴
訟
」
（
行
政
事
件
訴
訟
特
例

法
第
一
條
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
通
論
は
、
抗
告
訴
訟
提
起
の
要
件
と
し
て
、
訴
訟
の
客
艦
が
遠
法
庭
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
と
し
、
違
法
を
生
じ
な
い
自
由
裁
量
虞
分
に
つ
い
て
は
、
訴
の
提
起
を
許
さ
ず
却
下
す
べ
き
で
あ
る
と
詮
く
。
即
ち
、
法
規
は
、
自
由
裁
量
庭

分
に
關
し
、
そ
の
裁
量
の
範
園
を
定
め
る
の
み
で
あ
つ
て
、
な
ん
ら
具
膿
的
準
則
を
指
示
し
な
い
。
故
に
、
承
認
さ
れ
た
範
園
内
に
お
い
て
、
庭

分
の
内
容
が
決
定
さ
れ
る
限
り
、
不
當
な
結
果
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
違
法
と
な
る
こ
と
が
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
自
由
裁
量
庭
分
に
關
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し
て
は
、
違
法
性
の
問
題
を
生
ず
る
蝕
地
が
な
く
、
裁
判
所
の
審
理
の
封
象
と
は
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
封
し
て
、
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
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許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
自
由
裁
量
な
り
や
否
や
に
關
す
る
問
題
、
裁
量
の
限
界
に
關
す
る
問
題
等
は
、
實
膿
法
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
關
し
て
は
、
具
髄
的
な
訴
訟
に
お
い
て
、
當
事
者
間
に
紛
争
を
生
じ
、
不
確
定
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
當
然
に
、
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
審

理
し
て
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
、
原
告
は
、
庭
分
の
取
消
を
請
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
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封
す
る
鷹
答
は
、
「
取
浩
す
」
若
し
く
は
、
「
請
求
を
棄
却
す
る
」
の
判
決
を
以
つ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
實
健
法
に
お
い
て
、
行

政
廉
の
自
由
裁
量
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
、
直
ち
に
、
訴
訟
的
に
出
訴
を
許
さ
な
い
と
す
る
理
由
は
、
ど
こ
に
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
疑
問

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
エ
）

（
2
）

（
3
）

田
上
穰
治
教
授
「
行
政
法
原
論
」
昭
二
七
・
二
六
六
頁
。
田
中
二
郎
教
授
「
行
政
法
講
義
案
」
（
上
）
第
二
分
冊
・
昭
ご
四
・
一
九
三
頁
。
同
「
行
政
法
」
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

（
有
斐
閣
全
書
）
昭
二
八
・
三
五
八
頁
。
柳
瀬
良
幹
教
授
「
行
政
法
」
昭
二
七
・
一
八
五
頁
。
原
龍
之
助
教
授
「
行
政
法
」
（
上
）
昭
二
七
・
一
一
八
頁
。
渡
邊

宗
太
郎
教
授
「
目
本
國
行
政
法
要
論
」
昭
二
六
・
四
二
三
頁
。
園
部
敏
教
授
「
行
政
法
論
」
昭
二
八
・
一
八
五
頁
、
一
八
六
頁
。
山
田
準
衣
郎
教
授
「
行
政

法
」
昭
二
八
・
一
八
五
頁
。

美
濃
部
達
吉
博
士
「
行
政
裁
判
法
」
一
九
ズ
旨
O
O
）
頁
。
　
同
「
目
本
行
政
法
」
（
上
）
昭
一
一
・
九
三
〇
頁
。
原
「
行
政
に
お
け
る
法
治
國
思
想
の
展
開
」
昭

二
三
・
一
七
四
頁
。
山
田
「
皇
居
外
苑
使
用
不
許
可
虎
分
取
消
判
決
に
つ
い
て
」
法
律
論
叢
二
六
巻
一
號
三
一
頁
以
下
。
田
上
「
司
法
椹
に
封
す
る
行
政
椹

の
濁
立
」
公
法
研
究
八
號
・
一
〇
二
頁
、
一
〇
三
頁
、
一
〇
九
頁
。
同
「
判
例
に
表
わ
れ
た
行
政
露
の
自
由
裁
量
」
自
治
碍
究
二
九
巻
五
號
九
頁
。
柳
瀬

「
自
由
裁
量
と
行
政
訴
訟
」
自
治
研
究
二
九
巻
二
號
三
頁
、
八
頁
以
下
。
柳
瀬
同
二
號
三
頁
に
日
く
、
　
「
旧
憲
法
の
下
で
は
、
処
分
が
覇
束
処
分
で
あ
る
こ

と
は
訴
訟
が
成
立
つ
た
め
の
條
件
で
、
從
つ
て
そ
れ
が
裁
量
処
分
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
を
目
的
と
す
る
訴
訟
は
不
適
法
の
訴
訟
と
し
て
裁
判
所
は
こ
れ
を

却
下
す
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
に
意
見
は
一
致
し
て
ゐ
た
し
、
又
現
行
法
に
お
い
て
も
、
例
へ
ば
裁
判
所
法
の
第
三
條
第
一
項
、
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
の
第

一
條
、
國
家
公
務
員
法
の
第
三
條
第
五
項
、
地
方
公
務
員
法
の
第
八
條
第
八
項
等
が
、
何
れ
も
裁
判
所
の
管
轄
す
る
も
の
を
『
法
律
上
の
争
訟
』
、
『
違
法
な

処
分
の
取
清
又
は
変
更
に
係
る
訴
訟
』
又
は
『
法
律
問
題
』
に
限
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
ま
た
同
様
に
解
す
べ
き
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
る
」
と
。

自
由
裁
量
の
問
題
は
、
理
論
的
な
も
の
と
し
て
研
究
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
行
政
穫
に
封
す
る
司
法
樺
、
若
し
く
は
、
行
政
裁
判
罐
に
よ
る
審
査
の
限
界
の

問
題
と
し
て
現
實
に
實
務
上
の
問
題
と
し
て
も
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
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杉
村
章
三
郎
教
授
「
行
政
法
要
義
」
上
・
昭
二
八
・
四
〇
頁
－
四
二
頁
、
同
下
巻
一
九
一
頁
。
高
橋
貞
三
教
授
「
行
政
事
件
訴
訟
に
つ
い
て
」
昭
二
七
・
同

志
杜
法
學
コ
ニ
號
・
二
五
頁
ー
二
六
頁
。
有
倉
遼
吉
教
授
「
行
政
行
爲
に
お
け
る
覇
束
と
裁
量
」
昭
二
七
・
早
稻
田
法
學
二
八
巻
創
立
七
十
周
年
記
念
論
文

集
三
〇
五
頁
ー
三
〇
七
頁
。
田
上
「
前
掲
」
二
八
頁
、
三
一
頁
、
　
「
自
治
碍
究
論
丈
」
二
九
巻
五
號
五
頁
。
田
中
「
講
義
案
」
二
五
頁
ー
二
七
頁
、
一
六
二

頁
ー
一
六
三
頁
、
　
「
行
政
法
」
（
上
）
一
五
四
頁
i
一
五
七
頁
、
三
二
三
頁
ー
三
二
四
頁
。
柳
瀬
「
前
掲
」
一
一
二
頁
ー
一
ニ
ニ
頁
。
渡
邊
「
前
掲
」
三
二
四

頁
ー
三
二
八
頁
。
原
「
前
掲
」
四
一
頁
ー
四
二
頁
。
園
部
「
前
掲
」
三
六
頁
－
三
八
頁
。
山
田
「
前
掲
」
七
七
頁
ー
八
○
頁
、
　
一
八
五
頁
ー
一
八
九
頁
。

俵
静
夫
教
授
「
行
政
法
」
昭
二
七
・
一
六
一
頁
。
磯
崎
辰
五
郎
教
授
「
行
政
法
総
論
」
昭
二
八
・
二
八
六
頁
ー
二
八
八
頁
、
三
八
二
頁
。

奮
制
度
の
下
に
お
け
る
も
の
と
し
て
は
、
美
濃
部
博
士
の
外
に
、
佐
々
木
惣
一
博
士
「
日
本
行
政
法
論
」
絡
論
、
大
コ
一
丁
七
七
頁
i
七
八
頁
、
六
三
四
頁

ー
六
四
〇
頁
、
六
四
四
頁
。
淺
井
清
博
士
「
日
本
行
政
法
総
論
」
昭
一
〇
・
四
六
頁
、
三
三
五
頁
。
織
田
萬
博
士
「
日
本
行
政
法
原
理
」
昭
九
・
一
〇
一
頁

ー
一
〇
二
頁
、
六
五
一
頁
、
六
五
八
頁
。
野
村
淳
治
博
士
「
行
政
法
総
論
」
上
・
昭
二
一
・
三
九
二
頁
、
三
九
七
頁
。
等
。

「
自
由
裁
量
虎
分
を
審
理
せ
ず
」
と
い
う
こ
と
が
、
自
由
裁
量
に
つ
い
て
の
訴
提
起
を
も
許
さ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
又
は
、
訴
訟
に
お
い
て
、
行

政
聴
の
決
定
を
そ
の
ま
ま
承
認
し
て
、
審
理
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
大
部
分
の
丈
鰍
で
は
明
白
で
な
い
。
け
れ
ど
も
審
理
の
封
象
と
は
な
ら
な
い

と
考
え
て
い
る
か
ら
、
裁
判
所
は
裁
判
し
て
、
請
求
を
認
容
す
る
か
棄
却
す
る
か
を
決
定
せ
ず
、
訴
を
却
下
す
る
主
旨
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
關
し
て
は
、
雄
川
一
郎
助
教
授
が
、
學
會
に
お
い
て
質
問
さ
れ
た
（
第
十
同
公
法
學
會
第
三
部
會
）
。
曰
く
、
「
田
上
會
員
は
自
由
裁
量
虎
分
に
つ
い

て
訴
を
却
下
し
本
案
審
理
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
報
告
さ
れ
た
が
、
虎
分
が
法
規
裁
量
で
あ
る
か
、
自
由
裁
量
で
あ
る
か
、
又
覇
束
虎
分
で
あ
る
か
は
實

豊
法
規
を
調
査
せ
ね
ぼ
分
ら
な
い
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
訴
が
提
起
さ
れ
た
揚
合
に
は
、
そ
の
虚
分
が
自
由
裁
量
の
塵
分
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
本
案
の
審

理
を
行
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
案
の
審
理
を
行
つ
て
、
虎
分
が
自
由
裁
量
の
虎
分
で
あ
る
こ
と
及
び
虎
分
が
裁
量
の
範
園
内
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
明

か
に
な
れ
ぼ
、
そ
の
虎
分
は
適
法
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
に
原
告
の
訴
を
棄
却
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
（
公
法
研
究
八
號
一
四
〇
頁
、
田
上

教
授
の
同
答
も
同
所
）
。

雄
川
助
教
授
「
行
政
救
濟
制
度
の
基
本
原
理
」
國
家
學
會
雑
誌
六
三
巻
六
號
、
五
一
頁
（
自
由
裁
量
に
關
し
て
は
、
裁
判
所
の
統
制
が
及
ば
な
い
と
読
明
さ

自
由
裁
量
虎
分
に
封
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
（
七
四
五
）



自
由
裁
量
卜
庭
分
に
封
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
（
七
四
六
）

れ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
、
自
由
裁
量
の
領
域
内
に
立
入
つ
て
審
理
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
出
訴
の
こ
と
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ

る
）
。
田
中
二
郎
教
授
「
行
政
法
」
（
上
）
三
二
五
頁
、
三
二
四
頁
。
田
中
教
授
は
、
最
近
の
著
書
に
お
い
て
、
實
際
上
は
、
自
由
裁
量
（
便
宜
裁
量
）
か
否
か

の
匿
別
が
困
難
で
あ
る
か
ら
、
審
理
の
結
果
、
自
由
裁
量
と
判
明
す
れ
ば
請
求
を
棄
却
す
る
と
論
朋
さ
れ
る
が
、
理
論
的
に
は
、
自
由
裁
量
虚
分
に
つ
い
て

は
裁
判
椹
な
し
と
し
て
訴
を
却
下
す
べ
迭
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。

二
、
抗
告
訴
訟
の
客
艦

　
係
争
庭
分
が
、
自
由
裁
量
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
原
告
の
取
消
の
主
張
は
、
正
當
で
な
い
と
判
定
さ
れ
る
た
め
に
、
虚
分
の
性
格
の
決
定
は

抗
告
訴
訟
に
お
け
る
重
要
な
間
題
で
あ
つ
て
、
審
理
の
重
鮎
の
置
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
判
決
は
、
こ
の
問
題
自
膿
に
封
し
て
與

え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
抗
告
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
物
即
ち
審
判
の
封
象
が
、
何
で
あ
る
か
を
決
定
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

必
要
が
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
、
原
告
に
よ
つ
て
提
出
さ
れ
た
訴
訟
物
に
つ
い
て
の
み
判
決
を
宣
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の

は
、
判
決
の
封
象
と
は
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
行
政
法
規
の
な
か
に
は
、
特
に
、
抗
告
訴
訟
の
提
起
を
承
認
す
る
法
條
を
定
め

る
も
の
ゑ
る
が
（
蹴
糠
羅
壷
庭
畷
離
難
轟
簸
墜
國
V
、
窃
の
法
蓉
馨
つ
い
て
藷
藁
求
し
う
る
椹
利
が
、
國
民
に

認
め
ら
れ
て
い
る
現
行
制
度
の
主
旨
に
鑑
み
、
か
か
る
規
定
が
な
く
て
も
、
す
べ
て
行
政
庭
分
に
つ
い
て
出
訴
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
な
け
れ
ば

　
　
　
（
2
）

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
行
政
救
濟
制
度
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
違
法
虞
分
に
よ
り
椹
利
自
由
を
侵
害
さ
れ
た
者
に
、
か
か
る
行
政
塵
分
の
取

消
樺
を
有
す
る
國
に
射
し
て
、
取
消
行
爲
を
な
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
う
る
椹
利
が
、
常
に
、
與
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
故

に
、
原
告
が
、
抗
告
訴
訟
を
提
起
す
る
意
圖
は
、
違
法
虚
分
の
取
消
請
求
帥
ち
、
自
己
に
取
消
請
求
椹
あ
り
と
す
る
樺
利
主
張
を
、
訴
の
形
式
を

も
つ
て
裁
判
所
に
提
示
し
、
被
告
で
あ
る
行
政
磨
と
の
關
係
に
お
い
て
、
そ
の
正
當
な
り
や
否
や
を
審
判
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
訴
訟
物
は
、
原
告
が
、
請
求
と
し
て
提
出
し
た
違
法
庭
分
取
消
請
求
椹
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

存
否
に
つ
い
て
當
事
者
間
に
生
じ
た
椹
利
主
張
の
封
立
紛
孚
が
、
審
判
の
射
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
官
制
若
し
く
は
定
員
の
改
展
の
た



め
に
、
過
員
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
「
過
員
の
整
理
」
の
た
め
に
、
任
命
行
政
臆
は
、
か
か
る
國
家
公
務
員
を
冤
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
　
（
國
家
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

務
員
法
第
七
＋
八
條
第
四
號
）
。
こ
の
虚
分
の
取
消
訴
訟
に
お
い
て
は
、
行
政
靡
の
免
職
に
關
す
る
認
定
の
過
誤
に
よ
り
、
公
務
員
た
る
法
的
身
分
を

違
法
に
剥
奪
さ
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
生
ず
る
冤
職
威
分
取
清
請
求
椹
が
訴
訟
物
で
あ
り
、
ま
た
、
違
法
に
多
額
の
課
視
を
受
け
た
者
は
、
課
税
さ

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

れ
な
い
自
由
の
侵
害
に
よ
つ
て
生
じ
た
課
視
虚
分
取
消
請
求
樺
を
、
審
判
の
封
象
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
裁
判
所
の
審
判
は
、
こ

の
黙
に
つ
い
て
な
さ
れ
、
す
べ
て
の
審
理
は
、
取
消
請
求
椹
の
存
否
の
決
定
に
集
中
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
原
告
は
、
軍
に
請
求
を
提

示
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
正
當
づ
け
る
種
々
の
事
由
を
主
張
し
、
こ
れ
に
關
蓮
し
て
、
被
告
と
の
間
に
意
見
の
鉗
立
を
生
ず
る
が
、
係
孚
庭

分
が
自
由
裁
量
な
り
や
否
や
も
、
か
か
る
當
事
者
間
の
攻
撃
防
禦
の
方
法
と
し
て
事
わ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
右
の
免
職
虚
分
取
消
訴
訟

に
關
し
て
は
、
定
員
過
剰
の
事
實
の
存
否
、
冤
職
者
の
選
定
に
際
し
て
な
さ
れ
る
能
力
・
勤
務
歌
況
等
に
つ
い
て
の
裁
量
の
仕
方
が
問
題
と
な

る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
理
論
的
に
は
、
夫
々
別
個
に
解
決
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
訴
訟
に
お
い
て
、
訴
訟
物
と
し
て
全
く
濁
自
の
存
在
意

義
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
訴
訟
物
は
、
裁
判
の
封
象
で
あ
る
か
ら
、
原
則
と
し
て
、
一
定
の
椹
利
關
係
で
な
け
れ
ば
な
ら

　
（
6
）

な
い
。
故
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
紛
孚
に
關
す
る
攻
撃
防
禦
方
法
と
し
て
主
張
さ
れ
る
理
由
づ
け
の
事
實
や
法
的
意
見
は
、
そ
れ
自
艦
と
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

訴
訟
物
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
請
求
は
、
訴
訟
物
で
あ
る
椹
利
・
法
律
關
係
に
よ
つ
て
一
定
さ
れ
る
か
ら
、
右
の
場
合
に
お

い
て
、
原
告
の
請
求
は
、
過
員
整
理
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
冤
職
慮
分
の
取
浩
と
い
う
こ
と
を
表
示
し
さ
え
す
れ
ば
特
定
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、

定
員
過
剰
の
事
實
の
不
存
在
を
理
由
と
し
て
主
張
さ
れ
よ
う
と
、
冤
職
者
の
選
定
に
お
け
る
裁
量
の
仕
方
の
欲
陥
を
理
由
と
し
て
提
起
さ
れ
よ
う

と
國
家
公
務
員
法
第
七
十
八
條
第
四
號
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
冤
職
塵
分
の
取
治
請
求
關
係
に
相
違
は
な
い
。
即
ち
、
請
求
を
理
由
づ
け
る
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

主
張
さ
れ
る
事
實
若
し
く
は
、
そ
れ
に
關
す
る
意
見
に
よ
つ
て
、
請
求
そ
れ
自
膿
が
別
個
の
も
の
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
故
に
、
右
の
理
由
に

關
す
る
問
題
は
、
訴
訟
に
お
い
て
、
請
求
と
關
蓮
し
て
の
み
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
論
は
、
窮
極
に
お
い
て
、
原
告
の
請
求
を
肯
定

す
る
や
否
定
す
る
や
の
判
断
に
資
料
を
提
供
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
自
由
裁
量
な
り
や
否
や
の
判
定
は
、
判
決
を
左
右
す
る
重
要
な
こ
と
で
あ
る
た

　
　
　
自
由
裁
量
塵
分
に
封
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
（
七
四
七
）



　
　
　
自
由
裁
量
庭
分
に
封
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
（
七
四
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

め
に
、
そ
れ
自
膿
が
、
到
決
の
蜀
象
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
自
由
裁
量
は
、
行
政
靡
が
、
虚
分
を
な
し
う
る
椹
限
の

存
在
そ
れ
自
膣
を
表
示
す
る
の
で
は
な
く
て
、
塵
分
の
仕
方
に
關
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
政
磨
が
な
し
得
る
法
具
膿
化
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
冤
職
塵
分
が
自
由
裁
量
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
國
家
公
務
員
を
任
命
行
政
聴
が
冤
職
し
う
る
椎
限
を
確
立
す
る
こ

と
で
は
な
く
て
、
そ
の
實
行
の
方
法
・
認
定
の
仕
方
が
、
行
政
廉
自
身
の
判
断
に
よ
つ
て
な
し
う
る
と
い
う
僅
限
行
使
の
方
法
に
認
め
ら
、
れ
る
性

質
を
表
示
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
自
由
裁
量
と
い
う
こ
と
が
、
決
し
て
、
行
政
臆
と
原
告
と
の
間
の
法
律
關
係
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
く
、
し
た
が
つ
て
、
自
由
裁
量
な
り
や
否
や
の
紛
孚
が
、
原
告
と
行
政
臆
と
の
構
利
法
律
關
係
の
争
そ
れ
自
膿
を
指
す
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
原
告
の
要
求
す
る
の
は
、
係
孚
庭
分
の
取
消
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
、
自
由
裁
量
庭
分
で
な
い
と
い
う
こ
と
の
確
認
を
請
求
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
訴
に
よ
つ
て
解
決
を
求
め
て
い
る
の
は
、
行
政
庭
分
の
取
治
に
關
す
る
紛
孚
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
攻
撃
防
禦
方
法
と
し
て
主
張

さ
れ
る
自
由
裁
量
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
紛
孚
解
決
の
前
提
問
題
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
自
由
裁
量
に
つ
い
て
の
問
題
の
結
論
は
、
請
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
1
1
）

そ
れ
自
膿
の
判
定
に
綜
合
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
自
由
裁
量
の
問
題
が
、
猫
立
に
、
訴
訟
物
と
な
り
得
る
適
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

こ
と
は
、
ま
た
抗
告
訴
訟
制
度
の
主
旨
か
ら
み
て
も
理
解
さ
れ
よ
う
。
即
ち
、
抗
告
訴
訟
は
、
行
政
救
濟
制
度
で
あ
り
、
裁
判
所
が
、
原
告
勝
訴

の
判
決
を
與
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
軍
に
虚
分
の
違
法
性
を
確
認
す
る
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
判
決
に
よ
つ
て
、
違
法
と
判
断
さ
れ
た
虚
分
が
取

消
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
救
濟
の
目
的
が
實
現
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
抗
告
訴
訟
即
ち
取
消
形
成
訴
訟
に
お
い
て
は
、
置
に
係
孚
庭
分

の
違
法
で
あ
る
こ
と
の
確
認
請
求
、
し
た
が
つ
て
、
そ
れ
に
關
蓮
す
る
自
由
裁
量
な
り
や
否
や
に
關
す
る
係
孚
虞
分
の
性
質
決
定
の
請
求
は
、
な

ん
ら
抗
告
訴
訟
の
目
的
を
實
現
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
自
鰹
と
し
r
、
は
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
抗
告
訴
訟
に
お
け
る

原
告
の
意
圖
は
、
決
し
て
、
芳
、
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
庭
分
取
消
の
形
成
側
決
を
要
求
す
る
の
で
あ
り
、
原
告
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
自
由

裁
量
に
つ
い
て
の
前
提
閲
題
は
、
ど
う
あ
ろ
う
と
も
、
取
消
の
効
果
が
實
現
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
つ
て
、
自
己
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
は
、
係
争
虚
分
を
取
治
す
べ
き
や
否
や
の
判
決
で
あ
り
、
自
由
裁
量
虞
分
な
り
や
否
や



の
判
定
で
は
な
い
。
脚
ち
、
原
告
が
、
審
判
の
封
象
と
し
て
提
示
す
る
も
の
は
、
自
己
の
塵
分
取
消
請
求
椹
の
存
否
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
判
決

は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
裁
刹
所
の
結
論
の
表
示
で
あ
る
亦
ら
、
取
消
請
求
椎
を
承
認
す
る
か
、
否
認
す
る
か
の
何
れ
か
で
あ
り
、
「
係
争
庭
分
を
取

消
す
」
の
到
決
か
、
若
し
く
は
「
請
求
を
棄
却
す
る
」
の
判
決
以
外
に
、
別
の
も
の
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
即
ち
、
前
の
冤
職
庭
分
が
、

任
命
樺
者
の
自
由
裁
量
の
範
園
内
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
不
當
な
結
果
を
生
じ
た
と
し
て
も
、
僅
限
内
の
行
爲
と
し
て
、

裁
判
所
は
取
沿
す
べ
き
で
は
な
く
、
し
た
が
つ
て
、
原
告
の
取
消
請
求
に
鷹
じ
ら
れ
な
い
意
味
に
お
い
て
、
「
請
求
棄
却
」
の
判
決
を
す
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
通
論
は
、
か
か
る
場
合
に
お
い
て
は
、
訴
却
下
の
判
決
を
な
す
べ
し
と
論
く
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
理
由
を
考
察
す
る
。

　
（
1
）
　
細
野
長
良
博
士
「
民
事
訴
訟
法
要
義
」
一
巻
昭
六
・
一
三
四
頁
。
宮
崎
澄
夫
教
授
「
訴
訟
法
」
昭
一
六
・
六
五
頁
。
伊
東
乾
致
授
「
民
事
訴
訟
法
」
e
（
慶

　
　
　
　
大
通
信
教
育
教
材
）
昭
二
六
・
二
四
頁
。
集
子
一
教
授
「
民
事
訴
訟
法
」
昭
二
七
・
七
四
頁
ー
七
五
頁
。
同
　
岩
波
法
律
學
僻
典
皿
・
一
七
四
三
頁
中
段
。

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

柳
瀬
「
行
政
法
」
一
八
二
頁
。
田
中
「
行
政
法
」
三
〇
二
頁
、
三
】
八
頁
。
俵
「
行
政
法
」
一
八
六
頁
。
磯
崎
「
行
政
法
絡
論
」
三
六
四
頁
。
等
。

蕪
子
「
贈
典
」
皿
一
七
四
三
頁
中
段
。

名
古
屋
地
裁
、
昭
二
六
・
四
二
一
八
・
免
職
虚
分
取
消
請
求
併
合
事
件
、
行
政
事
件
裁
判
例
集
二
巻
六
號
九
二
五
頁
以
下
。

美
濃
部
「
行
政
法
撮
要
」
上
・
昭
一
八
・
五
九
七
頁
ー
五
九
八
頁
。

兼
子
「
民
訴
」
七
四
頁
－
七
五
頁
、
八
三
頁
、
二
三
七
頁
。
伊
東
「
民
訴
教
材
」
　
一
五
頁
ー
一
六
頁
、
二
四
頁
。

蒙
子
「
前
掲
」
七
五
頁
。
細
野
「
要
義
」
二
巻
昭
一
五
・
九
二
頁
以
下
、
九
八
頁
。

条
子
「
前
掲
」
八
三
頁
。
細
野
「
要
義
」
二
巻
昭
】
五
・
二
二
九
頁
。

柳
瀬
「
自
治
研
究
論
文
」
二
九
巻
二
號
六
頁
ー
七
頁
。
柳
瀬
教
授
は
、
請
求
の
成
否
の
問
題
と
、
係
争
虎
分
が
自
由
裁
量
な
り
や
否
や
の
問
題
と
を
匝
別
さ

れ
る
。
即
ち
「
こ
の
場
合
い
ふ
と
こ
ろ
の
審
理
は
、
実
は
係
争
の
処
分
は
裁
量
処
分
で
あ
る
か
否
か
を
内
容
と
す
る
も
の
で
、
決
し
て
原
告
の
請
求
は
成
立

す
る
か
否
か
を
内
容
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
從
つ
て
そ
れ
か
ら
生
ず
る
結
論
は
、
当
然
に
、
係
、
雫
の
処
分
は
裁
量
処
分
で
あ
る
こ
と
で
、
決
し
て
原
告
の

請
求
は
成
立
し
な
い
こ
と
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
…
…
無
論
、
実
際
の
事
実
と
し
て
は
…
…
審
理
の
当
初
に
は
係
孚
の
処
分
が
裁
量
処
分
で
あ
る
か
否
か
明

か
で
な
い
場
合
で
あ
る
た
め
に
…
…
審
理
は
最
初
は
原
告
の
請
求
は
成
立
す
る
か
否
か
を
内
容
と
し
て
始
め
ら
れ
、
そ
れ
が
後
に
係
争
の
処
分
は
裁
量
処
分

で
あ
る
と
す
る
妨
訴
抗
弁
の
提
出
そ
の
他
の
事
由
に
依
つ
て
係
雪
の
処
分
は
裁
量
処
分
で
あ
る
か
否
か
を
内
容
と
す
る
審
理
に
変
つ
て
行
く
場
合
の
あ
η
得

る
こ
と
は
充
分
考
へ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
…
…
そ
れ
は
原
告
の
請
求
は
成
立
す
る
か
否
か
を
内
容
と
す
る
審
理
が
妨
訴
抗
弁
の
提
出
そ
の
他
の
事
由
に

自
由
裁
量
塵
分
に
封
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
（
七
四
九
）



（
⑳
）

（
1
1
）

（
12
）

自
由
裁
量
虎
分
に
封
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
　
（
七
五
〇
）

依
つ
て
中
断
せ
ら
れ
、
係
争
の
処
分
は
裁
量
処
分
で
あ
る
か
否
か
を
内
容
と
す
る
審
理
が
こ
れ
に
代
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
決
し
て
原
告
の
請
求
は
成
立
す
る

か
否
か
を
内
容
と
す
る
審
理
の
中
に
係
争
の
処
分
は
裁
量
処
分
で
あ
る
か
否
か
を
内
容
と
す
る
審
理
が
含
ま
れ
、
又
は
そ
の
反
封
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
即

ち
係
争
の
処
分
は
裁
量
処
分
で
あ
る
か
否
か
を
内
容
と
す
る
審
理
と
原
告
の
請
求
は
成
立
す
る
か
否
か
を
内
容
と
す
る
審
理
と
は
全
く
別
の
も
の
：
…
・
」
と

さ
れ
る
。

柳
瀬
「
行
政
法
」
一
一
四
頁
以
下
。
　
「
（
イ
）
如
何
な
る
場
合
に
、
（
・
）
如
何
な
る
行
爲
を
、
（
ハ
）
行
う
か
」
（
一
一
四
頁
）
。
柳
瀬
教
授
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
の

黙
に
つ
い
て
行
政
機
關
が
自
ら
判
噺
し
う
る
場
合
は
、
夫
々
、
そ
の
黙
に
つ
い
て
自
由
裁
量
か
な
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
麗
束
塵
分
は
、
こ
れ
ら
の
三
鮎
に

つ
い
て
、
行
政
機
關
の
判
断
の
飴
地
の
な
い
場
合
で
あ
る
。
帥
ち
こ
の
こ
と
は
、
行
政
虎
分
の
實
行
方
法
が
、
ど
の
よ
う
に
法
規
に
よ
つ
て
規
律
さ
れ
る
か

を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。

係
争
塵
分
が
違
法
で
あ
れ
ば
取
消
原
因
と
な
る
の
に
反
し
、
不
當
で
あ
る
だ
け
で
は
、
取
消
す
べ
き
で
は
な
く
、
訴
訟
の
封
象
と
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て

い
る
か
ら
、
通
説
に
お
い
て
は
、
係
争
塵
分
の
違
法
性
、
不
當
性
が
、
夫
々
別
個
の
紛
争
で
あ
り
、
違
法
性
が
、
訴
訟
物
と
し
て
訴
訟
の
客
艦
と
な
り
得
る

の
に
封
し
、
不
當
性
は
、
審
判
の
封
象
と
な
る
適
格
を
右
し
な
い
。
故
に
違
法
性
を
訴
訟
物
と
す
る
訴
は
適
法
な
も
の
で
あ
り
、
不
當
性
を
封
象
と
す
る
と

き
は
、
訴
は
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
抗
告
訴
訟
に
お
い
て
は
、
違
法
性
が
訴
訟
物
で
は
な
く
、
係
争
虞
分
の
取
清

性
即
ち
、
取
清
請
求
椹
の
存
否
が
、
判
決
の
封
象
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

美
濃
部
「
行
政
裁
判
法
」
七
八
㈹
頁
。
田
上
「
原
論
」
二
六
〇
頁
。
田
中
「
行
政
法
」
二
七
〇
頁
、
二
九
八
頁
。

三
、
自
由
裁
量
と
訴
の
不
適
法

　
通
論
は
、
自
由
裁
量
庭
分
に
違
法
を
生
じ
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
訴
を
却
下
す
る
と
論
く
が
、
訴
の
封
象
で
あ
る
庭
分
に
、
違
法
の
事
由

の
存
在
し
な
い
こ
と
が
、
直
ち
に
、
訴
そ
れ
自
膿
の
不
適
法
と
な
る
訴
訟
法
上
の
理
由
は
、
い
か
な
る
黙
に
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
自
由
裁
量
の
存
在
せ
し
め
ら
れ
る
理
由
は
、
W
・
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
「
二
つ
の
達
成
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
想
、
即
ち
、
全
能
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

立
法
者
と
萬
能
な
る
行
政
者
の
中
庸
を
維
持
」
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
即
ち
、
立
法
者
が
全
能
な
ら
ば
、
行
政
は
、
そ
の
指
示
す
る
ま
ま

に
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
公
釜
を
實
現
し
う
る
の
で
あ
り
、
萬
能
な
る
行
政
官
な
ら
ば
、
そ
の
到
断
に
よ
つ
て
、
常
に
適
正
な
る
行
政
の
實



現
が
な
さ
れ
る
べ
く
、
立
法
者
の
指
示
は
無
用
と
な
る
。
け
れ
ど
も
、
か
か
る
理
想
は
實
現
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
法
規

の
具
髄
的
運
用
は
、
或
る
程
度
、
行
政
廉
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
自
由
裁
量
と
い
う
の
は
、
抽
象
的
な
る
法
規
を
、
具
艦

的
事
實
に
適
用
し
て
、
そ
の
内
容
の
具
膿
的
實
現
を
な
す
活
動
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
論
く
よ
う
に
、
自
由
裁
量
と
い
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

も
、
決
し
て
行
爲
を
規
律
す
る
法
規
の
拘
束
を
全
ぐ
受
け
な
い
完
全
な
る
自
由
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
裁
量
は
、
上
位
段
階
に
あ
る
抽
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

的
規
範
を
、
具
艦
的
事
實
の
下
位
段
階
に
移
行
せ
し
め
る
た
め
に
、
抽
象
的
概
念
に
、
具
膿
的
内
容
を
充
實
す
る
行
爲
で
あ
る
か
ら
、
裁
量
を
な

す
に
際
し
て
、
抽
象
的
規
範
の
主
旨
を
無
覗
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
故
に
、
自
由
裁
量
庭
分
と
い
い
、
覇
束
塵
分
（
法
規
裁
量
を
も
含
む
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
つ
て
も
、
法
の
規
律
を
受
け
る
程
度
の
差
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
、
自
由
裁
量
の
存
在
自
膣
は
、
法
規
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て

承
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
た
だ
自
由
裁
量
塵
分
に
は
、
行
政
聴
の
判
断
が
、
裁
判
所
の
審
理
制
定
に
よ
つ
て
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
法
律
上

そ
の
ま
ま
承
認
さ
れ
る
範
園
が
、
覇
束
庭
分
に
よ
り
も
廣
く
與
え
ら
れ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
法
規
に
よ
つ
て
、
そ
の
存
在
を
承
認
さ
れ

た
行
政
廉
の
椹
限
と
し
て
の
本
質
的
差
異
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
覇
束
庭
分
が
、
法
規
の
定
め
る
諸
條
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

て
、
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
の
と
同
様
に
、
自
由
裁
量
庭
分
が
、
裁
量
の
範
園
内
に
お
い
て
實
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
、
そ
の

ま
ま
存
在
を
認
め
ら
れ
、
取
消
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
當
然
で
あ
り
、
裁
判
所
は
、
こ
の
場
合
に
、
裁
量
の
範
園
内
に
た
ち
入
つ
て
、
具
膿
的
に

い
か
な
る
盧
分
を
な
す
の
が
適
切
で
あ
つ
た
か
を
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
。
印
ち
、
一
定
の
椹
限
が
承
認
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
具
膿
的
な
行
使
の
方

法
は
、
そ
の
主
髄
に
ま
か
せ
ら
れ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
、
自
ら
権
限
行
使
の
條
件
、
内
容
、
方
法
等
を
判
断
し
、
そ
れ
と
行
政
臆
の
椹
限
行
使
と

を
比
較
し
て
當
否
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
必
要
が
な
い
。
け
れ
ど
も
、
か
か
る
裁
量
の
領
域
が
、
實
髄
法
に
お
い
て
確
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

直
ち
に
、
裁
量
行
爲
に
翼
す
る
訴
を
却
下
す
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
私
法
の
領
域
に
お
い
て
、
民
法
に
は
、
親
椹
者
に
子
の
居
所
指

定
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
民
法
第
八
百
二
＋
一
條
）
。
し
か
し
て
、
居
所
の
選
定
に
關
し
、
民
法
は
、
な
ん
ら
具
膿
的
基
準
を
し
め
さ
ず
、
一
切
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

親
椹
者
の
判
噺
に
委
ね
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
濫
用
の
場
合
は
別
と
し
て
、
親
椹
者
の
決
定
が
承
認
さ
れ
る
。
即
ち
、
居
所
の
指
定
が
適

　
　
　
自
由
裁
量
虞
分
に
封
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
（
七
五
一
）



　
　
　
自
由
裁
量
ト
腿
分
に
封
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
　
（
七
五
二
）

切
に
行
わ
れ
な
か
つ
た
と
し
て
も
、
親
椹
の
範
園
内
の
指
定
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
そ
れ
を
否
定
せ
ず
、
故
に
、
親
擢
者
の
居
所
の
選
定
が
不

當
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
指
定
攣
更
の
請
求
若
し
く
は
、
そ
の
無
効
確
認
請
求
を
容
認
し
な
い
。
子
の
居
所
指
定
は
、
そ
の
監
護
養
育
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
て
最
適
任
者
で
あ
る
親
の
な
す
べ
き
事
が
ら
で
あ
り
、
こ
れ
に
射
す
る
國
家
の
干
渉
は
、
必
要
最
少
限
度
に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た

が
つ
て
、
裁
判
所
は
、
親
椹
行
使
に
つ
き
、
そ
の
範
園
内
に
ま
で
審
査
を
及
ぼ
す
べ
き
で
は
な
く
、
ま
さ
に
、
子
の
居
所
指
定
は
、
親
樺
者
の
自

由
裁
量
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
封
す
る
出
訴
が
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
原
告
の
請
求
が
容
認

さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
決
し
て
、
訴
が
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
行
政
臆
の
自
由
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る

な
ら
ば
、
裁
判
所
は
、
行
政
聴
の
決
定
を
常
に
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
特
許
僅
存
績
期
間
延
長
許
可
に
つ
い
て
は
、
行
政
聴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
産
業
行
政
、
特
許
行
政
に
委
ね
ら
れ
た
自
由
裁
量
盧
分
で
あ
る
か
ら
、
行
政
磨
が
、
そ
の
不
許
可
を
決
定
し
て
も
、
そ
れ
が
、
適
切
妥
當
で
な
い

か
ら
と
い
つ
て
、
直
ち
に
違
法
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
故
に
、
原
告
が
、
不
許
可
塵
分
に
關
し
違
法
で
あ
る
と
主
張
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

理
由
の
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
裁
制
所
は
、
行
政
聴
の
決
定
を
取
消
さ
な
い
の
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
法
律
關
係
に
お
い
て
、
原
告
は
、
虚
分

の
薮
疵
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
法
律
上
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
取
消
請
求
を
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
封
し
、
裁
判
所
は
、
係
孚
庭

分
の
理
疵
が
軍
な
る
不
當
の
程
度
に
止
ま
る
も
の
と
判
断
し
て
、
庭
分
の
存
績
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
、
原
告
の
請
求
に
封
し

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
判
断
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
訴
の
訴
訟
上
の
適
否
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
て
、
通
論
は
、
自
由
裁
量
庭
分
に

關
し
て
は
違
法
を
生
じ
う
る
鯨
地
が
な
い
か
ら
、
原
告
が
、
た
と
え
違
法
の
主
張
を
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
法
律
上
無
意
味
で
あ
り
、
不
可
能

　
　
（
9
）

で
あ
る
と
し
て
、
か
か
る
内
容
を
有
す
る
訴
も
亦
訴
訟
法
的
に
無
意
味
な
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
實
膿
法
に
お
い
て
明
確

に
規
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
訴
訟
に
お
い
て
も
確
定
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
訴
を
提
起
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
由

裁
量
の
存
否
は
、
實
膿
法
に
よ
つ
て
判
定
さ
れ
る
か
ら
、
訴
訟
に
お
い
て
は
、
判
断
す
べ
く
與
え
ら
れ
た
假
設
的
存
在
で
あ
り
、
最
初
か
ら
具
膿
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
確
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
訴
の
な
か
に
示
さ
れ
る
原
告
の
主
張
は
、
自
分
の
立
場
に
お
け
る
法
的
判
断
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
つ
て
、
正



當
で
あ
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
訴
訟
に
お
い
て
は
、
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
穰
利
主
張
が
存
在
す
れ
ば
十
分
で
あ
つ
て
、
そ
の
内
容
が
正
當
で
あ

る
こ
と
は
必
要
で
な
い
。
眞
實
は
、
自
由
裁
量
庭
分
で
あ
る
も
の
を
、
し
か
ら
ず
と
し
て
行
政
庭
分
の
違
法
を
主
張
す
る
こ
と
が
、
訴
訟
に
お
い
て

不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
原
告
の
主
張
と
行
政
廃
の
意
見
と
が
封
立
す
る
か
ら
こ
そ
、
争
訟
が
穫
生
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
當

事
者
間
の
法
律
關
係
は
、
訴
訟
的
に
は
不
明
と
な
つ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
第
三
者
の
立
場
か
ら
み
て
、
客
観
的
に
自
由
裁
量
で
あ
る
こ
と
が
明
白

で
あ
り
、
原
告
の
主
張
が
、
明
ら
か
に
正
當
で
な
い
も
の
で
あ
つ
て
も
、
訴
訟
的
に
解
決
す
べ
き
必
要
が
あ
る
。
即
ち
、
原
告
の
主
張
す
る
椹
利

の
存
在
及
び
か
か
る
主
張
の
當
否
は
、
最
後
ま
で
不
明
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
訴
訟
的
に
確
定
す
る
た
め
に
は
、
訴
訟
手
績
に
よ
る
實
膣
形
成
が
必

　
　
　
（
1
1
）

要
で
あ
る
。
原
告
の
主
張
は
、
行
政
庭
分
と
い
う
法
的
存
在
に
封
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
、
道
徳
問
題
・
感
情
問
題
に
關
す
る

も
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
も
、
係
孚
庭
分
に
法
的
理
疵
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
つ
て
根
按
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
訴
は
、
訴
訟

要
件
を
具
備
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
訴
そ
れ
自
膿
を
訴
訟
的
に
無
意
味
な
も
の
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
自
由
裁
量
庭
分

に
封
す
る
違
法
の
主
張
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
實
膿
法
を
基
準
と
し
て
、
原
告
の
違
法
と
な
す
主
張
が
、
常
に
正
當
で
な
い
と
評
債

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
み
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
張
が
、
直
ち
に
訴
訟
法
的
存
在
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
、

實
膿
法
上
の
僅
利
が
、
法
的
に
主
張
さ
れ
る
の
は
、
主
に
訴
訟
に
お
い
て
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
現
象
は
、
實
膿
法
と
訴
訟
法
の
複
合
す
る
も
の
で

は
あ
る
が
、
現
在
に
お
い
て
、
訴
訟
は
、
椹
利
實
現
の
手
段
と
し
て
、
實
膣
法
上
の
椹
利
に
包
含
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な

（
13
）い

。
し
た
が
つ
て
、
理
論
的
に
は
、
訴
訟
現
象
の
な
か
で
、
實
膿
法
の
規
律
す
る
領
域
と
、
訴
訟
法
の
適
用
さ
れ
る
分
野
と
を
匿
別
し
て
考
察
す
る

　
　
　
　
（
M
）

必
要
が
あ
る
。
印
ち
、
虞
分
取
消
の
訴
は
、
裁
判
所
に
鉗
す
る
制
決
の
要
求
で
あ
り
、
そ
の
内
容
で
あ
る
取
消
請
求
と
匿
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
訴
が
、
裁
判
所
を
し
て
、
請
求
に
つ
い
て
判
決
す
べ
き
義
務
を
生
ぜ
し
め
る
に
は
、
訴
訟
法
的
要
件
を
具
備
す
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
行
政
臆

に
い
か
な
る
樺
限
が
、
實
膣
法
に
よ
つ
て
付
與
さ
れ
て
い
る
か
は
、
も
は
や
、
訴
の
間
題
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
訴
の
問
題
と
す
る
た
め
に
は
、

實
盟
法
で
は
な
く
し
て
、
訴
訟
法
の
規
律
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
鄙
ち
、
訴
訟
法
に
、
か
か
る
塵
分
に
封
し
て
訴
の
提
起
を
許
さ
な
い
法
規
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（
七
五
四
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が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
行
制
度
に
お
い
て
は
、
お
よ
そ
、
す
べ
て
の
行
政
庭
分
に
つ
い
て
出
訴
が
許
さ
れ
る
の
で
あ

つ
て
、
訴
訟
事
項
に
關
す
る
制
限
が
除
去
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
イ
、
、
訴
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
内
容
で
あ
る
取
消
請
求
に
鋤

し
て
、
係
雫
庭
分
を
取
浩
す
か
否
か
の
判
決
が
、
裁
判
所
の
義
務
と
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
原
告
の
主
張
が
、
明
白
に
理
由
が
な
い
と
い
う

こ
と
、
帥
ち
、
係
雫
庭
分
が
自
由
裁
量
の
も
の
で
あ
り
、
實
膿
法
上
違
法
を
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
訴
訟
法
の
規
律
封
象
で
あ
る
訴

そ
れ
自
龍
を
不
適
法
の
も
の
と
漸
定
す
る
こ
と
は
、
實
罷
法
的
観
察
を
以
つ
て
、
訴
訟
現
象
の
全
部
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
正
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
膨
）

観
察
方
法
と
は
老
え
ら
れ
な
い
。
行
特
法
に
お
け
る
抗
告
訴
訟
に
つ
い
て
の
出
訴
期
間
の
限
定
は
、
た
し
か
に
訴
訟
法
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ

し
、
行
特
法
第
］
條
に
「
違
法
虚
分
の
取
溝
攣
更
」
と
規
定
さ
れ
て
い
て
も
、
こ
れ
は
、
訴
訟
要
件
を
定
め
た
法
規
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
前
述
の
よ
う
に
、
行
政
庭
分
に
つ
い
て
は
、
原
告
が
自
己
の
判
断
に
よ
り
、
取
治
の
法
的
主
張
を
構
成
し
さ
え
す
れ
ば
、
法
的
孚
訟
は
す
で

に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
孚
訟
と
な
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
一
切
の
も
の
を
審
査
す
べ
き
で
あ
り
、
國
民
も
亦
、
か
か
る
審
判
を
要
求
す
る

こ
と
を
制
限
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
「
違
法
庭
分
の
取
溝
饗
更
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
違
法
庭
分
で
な
け
れ
ば
、
取
治
憂
更

の
訴
が
提
起
で
き
な
い
と
い
う
訴
訟
法
的
制
限
を
定
め
た
の
で
は
な
K
て
、
虚
分
に
實
龍
法
上
の
違
法
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
原
因
と
し
て
取
消
の

判
決
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
裁
判
所
は
、
行
政
権
の
穫
動
で
あ
り
、
行
政
臆
の
行
爲
で
あ
る
虚
分
で

あ
つ
て
も
、
判
決
に
よ
つ
て
自
ら
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
司
法
的
椹
限
の
所
在
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
主
旨
の
規
定
は
、
他
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

存
在
す
る
。
例
え
ば
、
民
法
に
お
い
て
、
離
婚
形
成
訴
訟
の
提
起
を
承
認
し
た
法
條
が
あ
る
（
民
法
第
七
百
七
＋
條
）
。
こ
の
規
定
は
、
決
し
て
、
訴

訟
要
件
を
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
同
條
所
定
の
原
因
が
存
在
す
る
と
き
に
、
は
じ
め
て
、
訴
を
提
起
し
う
る
こ
と
を
指
示
す
る
の
で

は
な
く
て
、
原
告
が
離
婚
原
因
と
し
て
主
張
す
る
事
由
は
、
い
か
な
る
事
が
ら
で
あ
つ
て
も
、
訴
訟
法
的
に
は
制
限
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
故

に
實
膿
法
に
規
定
さ
れ
た
離
婚
の
法
律
條
件
に
は
、
全
く
該
當
し
な
い
よ
う
な
事
實
を
主
張
す
る
と
し
て
も
、
訴
の
方
式
が
、
訴
訟
法
の
要
求
す

る
訴
訟
要
件
を
具
備
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
離
婚
訴
訟
は
成
立
し
、
た
だ
、
裁
剰
所
は
、
審
理
の
結
果
、
原
告
の
主
張
す
る
事
實
が
、
民
法
所



定
の
離
婚
事
由
に
該
當
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
請
求
棄
却
の
判
決
を
な
す
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
、
こ
の
場
合
に
、
離
婚
の
訴
そ
れ
自
膿
に
訴

訟
法
上
の
報
疵
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
軍
に
、
請
求
棄
却
の
判
決
－
勿
論
、
本
案
判
決
ー
1
が
、
な
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
民
法
所
定
の
條
件
は
、
實
罷
關
係
を
規
律
す
べ
き
裁
制
規
範
で
あ
つ
て
、
訴
訟
要
件
に
關
す
る
規
定
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
通
論
が
、
實
膿
法
に
お
い
て
、
行
政
臆
の
椹
限
が
確
立
さ
れ
、
そ
の
範
園
内
に
お
け
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
、
違
法
を

生
ず
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
直
ち
に
、
そ
れ
に
封
す
る
訴
そ
れ
自
膿
の
訴
訟
法
的
存
在
を
も
あ
り
得
な
い
と
推
論
す
る
と
こ
ろ
に
、
實

膣
法
的
観
察
と
訴
訟
法
的
観
察
の
混
同
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
自
由
裁
量
が
、
槽
限
行
使
に
お
け
る
領
域
の
廣
狭
を
意
味
す
る
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
か
か
る
裁
量
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
訴
訟
事
項
決
定
の
基
準
と
は
な
り
得
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
裁
量
の
限
界
蹟
越
の
問
題
を
考

察
す
れ
ば
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（（76
））

（
8
）
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田
中
「
行
政
法
」
一
五
五
頁
。

中
川
善
之
助
教
授
「
註
繹
親
族
法
」
（
下
）
・
昭
二
八
・
五
〇
頁
ー
五
一
頁
。
小
池
隆
一
教
授
「
改
正
親
族
相
績
法
概
説
」
昭
二
三
・
六
三
頁
。
田
中
實
助
教

授
「
親
族
法
」
（
慶
大
通
信
教
育
教
材
）
昭
二
六
・
七
三
頁
、
七
六
頁
－
七
七
頁
。

穗
積
重
遠
博
士
「
親
族
法
」
昭
一
二
・
五
五
二
頁
－
五
五
三
頁
。

東
京
地
裁
、
昭
二
五
・
一
一
・
一
四
、
特
許
樫
存
績
期
間
延
長
願
不
許
可
決
定
取
消
請
求
事
件
、
行
判
例
一
巻
二
一
號
一
八
二
一
（
一
五
四
）
頁
、
一
八
一

四
（
一
五
六
）
頁
。
東
京
地
裁
、
昭
二
六
・
五
・
一
二
、
特
許
椹
存
績
期
間
延
長
不
許
可
決
定
虎
分
取
消
憂
更
請
求
事
件
、
行
判
例
二
巻
六
號
九
一
六
頁
。

請
求
棄
却
の
例
、
津
地
裁
、
昭
二
三
・
行
政
虎
分
取
消
量
更
請
求
事
件
、
行
政
裁
判
月
報
ニ
ニ
號
七
〇
頁
、
七
六
頁
。
神
戸
地
裁
、
昭
二
三
・
一
二
・
二
七
、

農
地
買
牧
計
畳
憂
更
請
求
事
件
、
月
報
二
二
號
、
｝
八
二
頁
、
一
八
四
頁
ー
一
八
五
頁
。
盛
岡
地
裁
、
昭
二
四
・
七
二
二
、
行
政
廉
の
違
法
虎
分
取
滑
請
求

事
件
、
月
報
ニ
ニ
號
、
　
一
八
六
頁
、
一
九
〇
頁
1
一
九
一
頁
。
宇
都
宮
地
裁
、
昭
二
四
・
八
二
一
二
、
農
地
買
牧
虚
分
取
消
請
求
事
件
、
月
報
二
二
號
、
二

自
由
裁
量
虚
分
に
勤
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
（
七
五
五
）



（
9
）

（
⑳
）

（
1
1
）

（
皿
）

（
娼
）

自
由
裁
量
虎
分
に
封
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
（
七
五
大
）

三
四
頁
、
二
三
六
頁
ー
二
三
七
頁
。
神
戸
地
裁
、
昭
二
五
・
一
一
・
二
五
、
農
地
賞
渡
決
定
取
消
藷
求
事
件
、
行
判
例
一
巻
一
二
號
、
　
一
六
六
三
（
五
）
頁
。

山
口
地
裁
、
昭
二
六
・
五
・
二
四
、
免
職
取
清
請
求
事
件
、
行
判
例
二
巻
七
號
、
一
一
一
七
頁
、
一
二
一
二
頁
。
東
京
地
裁
、
昭
二
七
・
九
・
二
七
、
旋
券

蛮
給
請
求
事
件
、
裁
判
所
時
報
一
一
六
號
、
九
頁
（
二
段
ー
三
段
）
、
一
〇
頁
（
一
段
－
二
段
）
。

美
濃
部
「
行
政
裁
判
法
」
一
八
三
（
に
㎝
）
頁
。

象
子
「
民
訴
」
輔
二
三
頁
－
二
一
四
頁
。
團
藤
重
光
教
授
「
訴
訟
歌
態
と
訴
訟
行
爲
」
昭
二
四
・
三
頁
ー
四
頁
参
照
。

宮
崎
「
刑
事
訴
訟
法
」
（
法
律
學
全
書
）
昭
二
六
・
四
五
頁
ー
四
六
頁
、
六
五
頁
以
下
。
伊
東
「
民
訴
教
材
」
二
四
頁
。

柳
瀬
「
自
治
研
究
論
丈
」
二
九
巻
二
號
八
頁
以
下
。
柳
瀬
教
授
は
、
却
下
す
べ
き
理
由
と
し
て
、
自
由
裁
量
虎
分
に
つ
い
て
は
、
違
法
と
も
適
法
と
も
判
断

し
得
な
い
こ
と
を
説
明
さ
れ
る
。
即
ち
、
　
「
処
分
は
裁
量
処
分
で
あ
る
か
ら
違
法
で
な
い
と
い
ふ
場
合
の
『
違
法
』
と
、
処
分
は
違
法
で
な
い
か
ら
原
告
の

請
求
は
成
立
し
な
い
と
い
ふ
揚
合
の
『
蓮
法
』
と
は
著
し
く
性
質
の
違
つ
た
も
の
で
あ
る
（
九
頁
）
…
…
裁
量
処
分
で
あ
る
か
ら
違
法
で
な
い
と
い
ふ
場
合

の
蓮
法
で
な
い
と
は
軍
に
そ
の
処
分
が
裁
量
の
限
界
を
定
め
た
法
の
規
定
に
抵
燭
し
て
ゐ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
…
…
裁
量
の
限
界
内
に
は

無
論
何
等
の
法
の
規
定
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
…
…
蓮
法
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
決
し
て
処
分
が
具
体
的
場
合
に
具
体
的
に
如
何
な
る
処
分
を
な

す
べ
き
か
を
定
め
た
法
の
規
定
に
適
合
し
て
ゐ
る
意
味
に
お
い
て
適
法
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
こ
の
種
の
処
分
は
…
…
適
法
と
も

蓮
法
と
も
言
ふ
こ
と
の
で
巻
な
い
も
の
で
あ
る
。
」
（
一
〇
頁
）
、
故
に
、
「
同
じ
く
処
分
の
取
滑
を
求
め
る
原
告
の
要
求
を
拒
絶
し
、
從
つ
て
処
分
を
そ
の
ま

ま
存
続
せ
し
め
る
場
合
に
も
、
処
分
が
適
法
で
あ
る
故
に
然
る
揚
合
（
即
ち
請
求
棄
却
）
と
、
適
法
と
も
遽
法
と
も
判
断
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
が
故
に
然

る
場
合
（
即
ち
訴
訟
却
下
）
と
の
別
が
あ
る
」
（
二
一
頁
ー
ニ
ニ
頁
）
と
さ
れ
、
棄
却
説
が
、
蓮
法
の
概
念
を
分
析
せ
ず
、
自
由
裁
量
に
封
す
る
訴
を
却
下

せ
ず
に
、
請
求
を
棄
却
す
る
の
は
、
論
理
的
飛
躍
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
教
授
は
、
訴
訟
の
客
膣
は
、
適
法
蓮
法
の
問
題
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
し
、
自
由

裁
量
虎
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
判
断
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
訴
を
却
下
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
て
、
請
求
棄
却
の
判
決
は
、
原
告
の
請
求
を

容
認
し
な
い
だ
け
で
は
な
く
て
被
告
の
虞
分
の
適
法
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
意
味
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
一
一
頁
V
。
　
け
れ
ど
も
、
訴
訟
物
を
前

蓮
の
如
く
、
取
消
請
求
権
と
考
え
れ
ぼ
、
自
由
裁
量
の
場
合
で
も
、
原
告
の
請
求
を
却
け
る
こ
と
に
は
相
淫
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
原
告
の
取
消

請
求
に
封
し
、
係
争
虞
分
を
取
清
す
べ
き
で
は
な
い
と
判
断
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
本
案
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
か
ら
、
本
案
判
決
で
解
答
を
な
す
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
、
自
由
裁
量
か
、
そ
の
限
界
内
に
お
い
て
な
さ
れ
た
か
否
か
は
、
適
法
違
法
の
實
農
關
係
に
關
す
る
問
題
で
あ
る
。
故
に
理
論
と
し
て
は
、

遠
法
の
観
念
を
、
適
法
違
法
の
場
合
と
、
違
法
と
も
適
法
と
も
判
臨
し
得
な
い
場
合
と
で
、
匠
別
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
訴
訟
に
お
い
て
、

別
個
の
取
扱
を
す
べ
き
理
田
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

中
村
宗
雄
教
授
「
訴
と
請
求
並
に
既
判
力
」
昭
二
四
・
六
頁
以
下
、
ニ
ニ
頁
以
下
。



盆
）

（
駕
）

（
鵠
）

中
村
「
前
掲
」
七
八
頁
以
下
、
裁
判
制
度
の
確
立
は
、
　
「
訴
」
と
「
請
求
」
の
分
化
を
認
識
せ
し
め
、
前
者
は
訴
訟
法
に
よ
り
、
後
者
は
實
艦
法
に
よ
つ
て

判
噺
さ
れ
る
、
と
。
宮
崎
「
刑
訴
」
六
四
頁
以
下
、
訴
訟
に
お
け
る
、
實
艦
關
係
と
、
訴
訟
的
關
係
の
湿
別
を
、
読
か
れ
る
。

中
村
「
前
掲
」
四
九
頁
、
「
訴
」
と
「
請
求
」
と
を
匠
別
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
訴
訟
法
の
分
野
と
、
實
髄
法
の
分
野
と
を
匿
別
す
る
こ
と
は
、
「
訴
却
下
」

の
訴
訟
判
決
と
、
「
請
求
棄
却
」
の
本
案
判
決
の
匿
別
が
あ
る
か
ら
必
要
で
あ
る
、
と
。

中
川
「
註
繹
親
族
法
」
（
上
）
昭
二
五
・
二
六
九
頁
、
二
七
一
頁
以
下
。
小
池
「
改
正
概
説
」
四
〇
頁
ー
四
一
頁
、
「
身
分
法
概
論
」
昭
一
七
・
七
九
頁
。
穂

積
「
親
族
法
」
三
八
三
頁
以
下
。
田
中
「
通
信
教
材
」
四
〇
頁
。

四
、
自
由
裁
量
の
限
界
瞼
越

　
通
論
と
て
も
、
自
由
裁
量
虞
分
が
完
全
に
法
の
規
律
を
受
け
ず
、
絶
封
に
違
法
の
結
果
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

美
濃
部
博
士
は
、
か
つ
て
、
「
自
由
裁
量
の
行
爲
と
言
つ
て
も
、
其
の
裁
量
椹
の
範
園
に
は
固
よ
り
一
定
の
限
界
が
有
り
、
其
の
限
界
を
超
え
た
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ら
ば
、
違
法
の
行
爲
と
な
る
こ
と
を
冤
れ
な
い
。
」
と
論
か
れ
た
。
こ
の
見
解
は
現
在
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
田
上
教
授
は
、
「
法
律
の
留
保

に
属
し
な
い
行
政
で
は
、
特
別
な
法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
制
限
さ
れ
な
い
限
り
、
行
政
靡
に
裁
量
が
認
め
ら
れ
、
…
…
こ
の
場
合
に
も
法
律
の
優
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

性
に
よ
り
行
政
が
法
律
を
破
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
法
律
は
自
由
裁
量
の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
」
と
論
明
さ
れ
る
。
自
由
裁
量
が
、
法

規
に
よ
つ
て
存
在
を
認
め
ら
れ
、
そ
の
本
質
が
、
法
規
の
具
膿
化
の
椹
限
で
あ
る
か
ら
、
行
政
聴
の
恣
意
に
よ
る
行
動
を
許
す
も
の
で
は
な
い
。

し
か
ら
ば
、
自
由
裁
量
虚
分
も
、
そ
の
椹
限
の
行
使
の
方
法
に
よ
つ
て
は
違
法
な
る
も
の
と
し
て
、
取
消
さ
れ
る
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
に
な

る
。
例
え
ば
、
美
濃
部
博
士
は
、
官
吏
の
任
命
は
自
由
裁
量
で
あ
つ
て
も
、
無
資
格
者
を
任
命
し
、
定
員
以
上
に
任
命
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

り
、
河
川
の
使
用
許
可
も
、
許
可
し
て
は
な
ら
な
い
の
に
許
可
し
て
第
三
者
の
既
得
椹
を
侵
害
す
る
な
ら
ば
違
法
で
あ
る
と
論
明
さ
れ
た
。
到
例

も
、
自
由
裁
量
に
よ
る
認
定
が
、
明
ら
か
に
度
を
失
し
肚
禽
通
念
上
到
底
容
認
し
得
な
い
ほ
ど
に
不
當
な
も
の
は
、
も
は
や
違
法
虞
分
と
し
て
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

治
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
故
に
、
自
由
裁
量
が
裁
判
所
の
審
理
を
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
由
裁
量
の
範
園
内
に
お
い
て
、
裁
量

　
　
　
自
由
裁
量
虎
分
に
封
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
（
七
五
七
）



　
　
　
自
由
裁
量
虎
分
に
封
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
　
（
七
五
八
）

の
仕
方
が
裁
判
所
の
審
理
の
判
象
と
な
ら
な
い
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
自
由
裁
量
の
存
在
の
問
題
、
裁
量
の
範
園
の
聞
題
は
、
裁
判
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

象
と
な
り
、
自
由
裁
量
の
限
界
瞼
越
に
つ
い
て
は
、
審
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
印
ち
、
自
由
裁
量
の
存
否
、
範
園

は
、
法
規
に
よ
つ
て
定
ま
り
、
行
政
臆
が
自
由
裁
量
を
な
し
得
る
か
否
か
、
ま
た
、
國
民
の
法
的
李
等
を
破
つ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
が
如
き
裁
量

の
限
界
に
關
し
て
は
、
裁
判
所
は
審
理
す
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
裁
量
椹
の
濫
用
、
限
界
楡
越
は
、
も
は
や
裁
量
閲
題
で
は
な
く
て
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
、
原
告
が
、
自
由
裁
量
の
限
界
蹴
越
を
雫
う
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
、
そ
の
黙
を
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

帥
ち
、
係
雫
塵
分
が
自
由
裁
量
庭
分
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
て
も
、
そ
の
限
界
蹟
越
が
請
求
の
理
由
と
し
て
主
張
さ
れ
れ
ば
、
適
法
な
訴
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

し
て
本
案
審
理
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
故
に
、
通
論
が
、
自
由
裁
量
庭
分
に
つ
い
て
の
訴
は
却
下
す
べ
し
と
論
く
と
し
て
も
、
裁
量
の
限
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

が
紛
孚
と
な
つ
て
い
る
な
ら
ば
、
本
案
審
理
を
な
し
、
蹟
越
の
事
實
が
な
け
れ
ば
請
求
を
棄
却
す
る
結
果
と
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
輩
に
、
裁
量

の
當
否
を
争
つ
て
訴
を
却
下
さ
れ
た
と
し
て
も
、
限
界
諭
越
を
孚
う
こ
と
に
内
容
を
攣
更
し
て
、
本
案
審
理
を
要
求
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
例
え
ば
、
前
の
水
利
椹
許
可
の
問
題
に
お
い
て
、
第
三
者
に
封
す
る
許
可
虚
分
に
よ
り
不
利
釜
を
被
つ
た
者
が
、
最
初
は
、
裁
量
の
不
當
を

理
由
と
し
て
出
訴
し
た
た
め
に
、
訴
が
却
下
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
次
に
、
理
由
を
修
正
し
て
、
違
法
に
既
得
の
河
川
利
用
権
を
侵
害
さ
れ
た
旨
を

提
示
し
て
、
訴
を
提
起
し
な
お
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
、
前
訴
に
お
い
て
は
、
通
詮
に
よ
れ
ば
訴
は
却
下
さ
れ
、
裁
判
所
は
、
な

ん
ら
水
利
権
許
可
庭
分
の
取
消
關
係
、
即
ち
、
原
告
の
取
消
請
求
椹
に
つ
い
て
裁
判
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
判
決
に
は
既
判
力
が
な

（
9
）く

、
後
訴
に
封
し
て
、
そ
の
効
力
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
故
に
、
後
訴
は
、
既
判
力
に
抵
鰯
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
ず
、
訴
が
不
適
法

と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
限
界
喩
越
を
孚
う
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
の
内
容
か
ら
み
て
も
、
適
法
な
訴
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
本
案
審
理
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
紛
争
の
繰
返
し
が
、
そ
の
ま
ま
存
置
さ
れ
る
こ
と
は
、
訴
訟
制
度
の
目
的
に
反
す
る
。
爾

訴
と
も
、
同
一
の
法
律
要
件
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
許
可
塵
分
の
取
消
請
求
に
關
す
る
も
の
で
あ
り
、
軍
に
、
請
求
を
理
由
づ
け
る
原
告
の
主

張
の
仕
方
が
、
修
正
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
全
く
同
一
事
件
に
關
す
る
訴
訟
と
い
う
べ
く
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
審
理
の
反
覆
は
無
用
の
も
の



で
あ
る
。
前
訴
に
お
い
て
も
、
係
孚
虞
分
の
性
質
決
定
に
つ
い
て
審
理
が
あ
り
、
裁
量
の
仕
方
を
も
判
断
し
て
、
自
由
裁
量
の
範
園
内
の
も
の
で

あ
る
と
確
認
し
訴
が
却
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
虚
分
を
取
消
す
べ
き
で
は
な
い
と
結
論
が
下
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
原
告

は
、
全
く
同
一
事
項
に
關
し
て
、
軍
に
理
由
を
墾
更
す
る
の
み
に
よ
つ
て
、
再
び
審
理
を
要
求
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
裁
判
所
は
、
再
審
理

を
な
す
べ
く
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
必
要
な
負
捲
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
通
論
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
弊
害
を

生
ず
る
が
、
そ
れ
は
、
紛
争
の
統
一
的
解
決
と
、
訴
訟
的
確
定
に
つ
い
て
考
慮
を
彿
わ
な
か
つ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
訴
訟
は
、

法
律
關
係
の
確
定
を
要
求
す
る
か
ら
、
當
事
者
の
多
少
の
犠
牲
と
は
な
つ
て
も
、
そ
の
た
め
の
手
段
を
と
る
。
印
ち
、
辮
論
を
終
結
せ
し
め
、
確

定
判
決
を
宣
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
將
來
の
法
律
關
係
の
安
定
保
障
を
實
現
し
よ
う
と
す
る
。
故
に
、
右
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
庭
分
の

取
消
原
因
の
主
張
は
、
前
訴
の
事
實
審
の
口
頭
辮
論
絡
結
の
時
ま
で
に
、
す
べ
て
が
提
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
に
主
張
し
う
る
攻
撃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

防
禦
方
法
は
、
判
決
後
に
お
い
て
、
新
に
提
出
す
る
こ
と
を
許
す
べ
き
で
は
な
い
。
故
に
、
限
界
鍮
越
の
よ
う
な
取
溝
原
因
に
關
す
る
理
由
づ
け

の
主
張
は
、
到
決
後
に
生
じ
た
全
く
新
な
事
情
に
よ
る
な
ら
ば
別
と
し
て
、
前
訴
に
お
い
て
既
に
提
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
事
件
の
確
定
の
観

黙
か
ら
す
れ
ば
、
理
由
づ
け
の
攣
更
の
み
に
よ
つ
て
、
再
訴
を
許
し
、
重
ね
て
本
案
審
理
を
要
求
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
べ
き
で
は
な

い
。
こ
の
た
め
に
は
、
既
に
、
前
訴
に
お
い
て
、
判
決
に
既
判
力
を
生
ぜ
し
め
る
必
要
が
あ
り
、
當
該
事
件
に
お
け
る
庭
分
が
、
取
消
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
、
限
界
瞼
越
を
理
由
と
す
れ
ば
、
適
法
な
る
訴
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
、
訴
歌
に
不
當
の
事
由
の
み
が
提
示
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

か
ら
と
し
て
、
直
ち
に
、
訴
を
却
下
す
べ
き
で
は
な
い
。
必
要
に
鷹
じ
て
、
そ
の
主
張
の
補
充
訂
正
の
機
禽
を
與
え
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
辮

論
は
、
當
事
者
の
責
任
に
お
い
て
な
さ
れ
、
そ
の
提
出
す
る
資
料
に
よ
つ
て
審
理
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
原
告
の
主
張
が
、
完
全
に
そ
の
意
を
墨

し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
具
髄
的
事
件
に
お
い
て
、
自
由
裁
量
の
範
園
内
の
事
が
ら
で
あ
る
か
、
限
界
蹟
越
の
間
題
で
あ
る
か
、
こ
の
匿
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

は
、
必
ず
し
も
簡
輩
に
な
し
う
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
に
關
す
る
原
告
の
主
張
も
、
常
に
完
全
に
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
か
る
場
合
に

　
　
　
自
由
裁
量
虎
分
に
封
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
（
七
五
九
）



　
　
　
自
由
裁
且
早
麗
分
に
封
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
　
（
七
六
〇
）

は
、
裁
到
所
は
、
限
界
蹟
越
に
つ
い
て
の
陳
述
の
補
充
、
誰
撮
の
提
出
を
促
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
（
但
し
、
行
特
九
）
。
こ
の
繹
明
椹
の
行
使

は
裁
判
の
誠
意
あ
る
實
施
の
た
め
に
は
必
要
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
裁
制
所
は
、
事
情
に
よ
つ
て
は
、
自
由
裁
量
に
封
す
る
訴
で
あ
つ
て
も
、

そ
れ
を
補
充
せ
し
め
て
、
限
界
蹴
越
を
孚
う
訴
と
し
て
、
審
理
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
故
に
、
外
観
は
、
裁
量
の
範
園
内
に
お
け
る
紛
幹
で
あ

つ
て
も
、
裁
判
所
は
、
自
ら
の
制
断
に
よ
つ
て
、
本
案
審
理
を
な
し
う
る
か
ら
、
自
由
裁
量
の
存
在
を
以
つ
て
、
訴
訟
事
項
を
決
定
し
、
訴
却
下

の
理
由
と
す
る
こ
と
は
、
訴
訟
的
に
實
釜
が
な
い
。
し
か
し
て
、
通
論
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
裁
判
所
の
指
示
に
も
拘
ら
ず
、
原
告
が
、
陳
蓮
の
補

充
訂
正
を
な
さ
ず
、
あ
く
ま
で
も
裁
量
の
不
當
に
つ
い
て
孚
う
な
ら
ば
、
訴
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
、
原

告
が
、
そ
の
主
張
を
訂
正
し
て
出
訴
す
る
な
ら
ば
、
本
案
審
理
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
前
の
好
意
的
な
勧
告
を
拒
否
し
た
の
に
も
拘
ら
ず
、

再
び
、
そ
の
通
り
の
訴
提
起
が
許
さ
れ
る
と
な
る
と
、
裁
判
所
は
、
原
告
の
恣
意
の
ま
ま
に
醗
弄
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。
通
読
に
よ
つ
て
は
、
か

か
る
弊
害
を
防
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
右
の
よ
う
に
、
自
由
裁
量
に
關
す
る
間
題
も
、
窮
極
に
お
い
て
は
、
裁
量
の
存
在
、
限
界
楡
越
の
問
題
に
獲
展
す
る
。
通
論
も
、
・
て
の
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

は
、
本
案
審
理
を
な
す
べ
き
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
は
、
自
由
裁
量
虚
分
で
あ
つ
て
も
、
裁
判
の
封
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
實
際

に
、
原
告
が
、
か
か
る
限
界
餓
越
を
理
由
と
し
て
訴
を
提
起
し
た
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
、
本
案
審
理
を
拒
む
べ
き
で
は
な
い
。
實
膿
法
の
理
論
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ら
み
れ
ば
、
裁
量
内
の
當
不
當
の
間
題
と
、
限
界
蹟
越
の
問
題
と
は
別
個
の
も
の
と
し
て
、
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
訴

訟
に
お
い
て
は
、
請
求
の
問
題
に
關
蓮
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
に
お
い
て
も
、
實
髄
法
の
理
論
通
り
に
、
別
個
の
取
扱
を
す
る
と
い
、
・
・
こ
と

は
、
必
要
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
（
1
）
　
美
濃
部
「
行
政
裁
判
法
」
一
九
ズ
旨
oo
）
頁
。

　
（
2
）
　
田
上
「
行
政
法
原
論
」
三
一
頁
ー
三
二
頁
。

　
（
3
）
　
美
濃
部
「
前
掲
」
　
一
九
二
（
一
曽
）
頁
、
同
趣
旨
、
田
上
「
前
掲
」
三
二
頁
。

　
（
4
）
　
東
京
高
裁
、
昭
二
六
・
四
・
三
〇
、
行
政
虎
分
取
消
請
求
控
訴
事
件
、
行
判
例
二
巻
五
號
七
五
六
（
五
六
）
頁
（
「
宥
恕
す
べ
き
理
由
」
の
裁
量
に
關
す
る
も
の



（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
⑳
）

（
皿
）

（
卸
）

（
13
）

（
鍛
）

（
驚
）

で
あ
る
）
、
松
山
地
裁
、
昭
二
六
・
四
・
二
六
、
國
有
地
萱
渡
決
定
取
清
請
求
事
件
、
行
特
例
、
二
巻
五
號
七
三
六
（
三
六
）
頁
。
大
阪
地
裁
、
昭
二
六
・
七
・

七
、
行
政
虎
分
取
消
等
請
求
事
件
、
行
判
例
．
二
巻
八
號
二
圭
ハ
ズ
ニ
一
五
）
頁
ー
ニ
ニ
六
二
（
｝
二
六
）
頁
（
免
職
事
由
の
認
定
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
）
。

田
中
「
行
政
法
」
　
一
五
七
頁
、
三
二
四
頁
。

閂
。
舅
一
①
一
ロ
Φ
5
鉾
蝉
●
○
こ
ω
●
b
o
㎝
Qo
。

田
上
「
行
政
法
原
論
」
三
二
頁
、
　
「
公
法
研
究
論
丈
」
八
號
一
〇
二
頁
。

柳
瀬
「
自
治
研
究
論
丈
」
二
九
巻
二
號
一
一
頁
ー
一
二
頁
。
柳
瀬
教
授
は
、
　
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
却
下
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
「
原
告
は
処

分
が
裁
量
処
分
で
あ
る
こ
と
は
承
認
し
、
た
だ
係
箏
の
具
体
的
の
処
分
は
法
の
定
め
る
裁
量
の
限
界
を
超
え
て
ゐ
る
意
味
に
お
い
て
違
法
で
あ
る
と
し
て
そ

の
取
消
を
求
め
て
ゐ
る
場
合
で
あ
る
が
、
…
…
事
情
は
前
の
場
合
と
変
り
は
な
い
。
」
　
と
し
て
、
裁
量
虚
分
で
な
い
と
し
て
争
う
場
合
に
、
そ
の
主
張
が
誤

り
で
あ
つ
て
訴
を
却
下
さ
れ
る
の
と
同
じ
取
扱
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
て
、
裁
量
内
の
廊
分
と
な
れ
ば
「
こ
れ
を
違
法
と
す
る
原
告

の
主
張
は
誤
で
あ
る
こ
と
は
朋
白
で
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
は
決
し
て
係
孚
の
処
分
が
具
体
的
揚
合
に
具
体
的
に
如
何
な
る
処
分
を
な
す
べ
き
か
を
定
め
た
法

の
規
定
に
適
合
し
て
ゐ
る
意
味
に
お
い
て
適
法
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
…
…
原
告
の
主
張
が
誤
で
あ
る
こ
と
は
係
雫
の
処
分
が
適
法
と

も
違
法
と
も
判
断
す
る
こ
と
の
で
毯
な
い
領
域
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
從
つ
て
裁
判
所
と
し
て
は
、
原
告
の
主
張
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
後
は
、
そ
れ
以
上
の
判
断
は
差
控
え
て
、
処
分
を
そ
の
ま
ま
に
置
ゆ
、
｝
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
そ
の
取
滑
を
要
求
す
る
原
告
の
請
求
を
拒
絶
し
、
帥
ち

訴
を
却
下
す
る
こ
と
が
と
る
べ
き
正
し
い
処
置
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
問
題
に
な
つ
て
い
る
の
は
、
限
界
蹟
越
で
あ
り
裁
量
内
の
問
題
で
は

な
い
。
故
に
、
限
界
を
超
え
た
か
否
か
を
判
断
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
限
界
は
、
法
の
定
め
る
も
の
で
あ
η
、
そ
れ
を
超
え
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
適
法
で
あ
つ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
適
法
違
法
の
判
断
を
な
し
う
る
鮎
で
あ
る
。
故
に
、
限
界
喩
越
に
よ
る
違
法
の
主
張
に
封
し
、
そ
れ
が
正
し
く
な
い

と
判
断
し
、
請
求
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
、
本
案
審
理
で
あ
る
か
ら
、
請
求
棄
却
の
本
案
判
決
を
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

細
野
「
民
訴
要
義
」
第
四
巻
・
昭
一
五
・
一
六
五
頁
ー
一
六
六
頁
。

田
上
「
原
論
」
二
七
〇
頁
。
田
中
「
前
掲
」
三
七
六
頁
。

条
子
「
聯
典
」
1
三
五
四
頁
中
段
。
伊
東
「
民
訴
教
材
」
　
一
四
頁
、
二
二
頁
。

蒙
子
「
民
訴
」
二
一
四
頁
。

粂
子
「
前
揚
」
一
一
九
頁
。
伊
東
「
前
掲
」
五
六
頁
－
五
七
頁
。

田
中
「
前
掲
」
三
二
三
頁
、
三
一
五
頁
。

≦
・
差
一
巨
磐
ξ
逼
富
3
翼
蒼
ぎ
昆
一
憲
．
～
．
‘
＜
。
一
』
㌔
・
露
。
・
「
裁
量
灌
が
、
憲
法
若
し
く
は
法
律
に
よ
つ
て
縫
懸
れ
て
い
る
場
合
に

自
白
裁
量
塵
分
に
封
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
（
七
六
一
㌧



（
蝿
）

自
鼻
餐
雰
鋳
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
垂
　
（
七
杢
）

は
、
そ
の
行
使
さ
れ
る
方
法
は
、
司
法
審
査
の
封
象
と
婆
ら
3
．
」
し
を
、
マ
れ
故
に
、
裁
判
所
は
、
蓼
誕
の
費
笈
び
範
園
の
問
題
に
つ
い
て

の
み
干
與
す
る
の
で
あ
る
。
」
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
由
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
裁
判
所
の
塞
、
理
の
限
界
を
示
す
の
み
で
あ
つ
て
、
出
訴
と
ば
關

係
な
い
こ
と
で
あ
η
、
自
由
裁
量
訴
、
あ
れ
ば
、
原
告
の
請
求
が
常
に
容
認
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
、
訴
か
不
、
週
法
に
な
る
の
で
は
な
い
と
考
．
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

佐
々
木
「
日
本
行
政
法
論
」
絶
論
、
七
五
頁
ー
七
六
頁
、
六
三
七
頁
ー
六
三
八
頁
。
自
由
裁
量
内
の
問
題
と
、
自
由
裁
量
を
な
し
う
る
か
否
か
の
閃
題
、
限

界
賑
越
に
よ
る
養
蓋
の
濫
用
の
問
題
と
を
匠
別
し
な
け
わ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
説
朋
さ
れ
る
．

五
、
辮
論
手
績
の
省
路

　
通
論
が
、
訴
却
下
を
な
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
意
圖
は
、
一
つ
に
は
、
行
政
事
務
の
途
行
が
、
裁
到
所
の
審
理
手
績
に
よ
つ
て
阻
害
さ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
な
い
か
と
い
う
實
務
上
の
貼
を
考
慮
し
、
こ
れ
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
た
し
か
に
、
か
か
る
考
慮
を
全
く
無
硯
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
行
政
作
用
は
、
直
接
に
公
釜
の
實
現
を
目
的
と
す
る
か
ら
、
そ
の
適
法
な
實
行
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
公
益
の
維
持
と
同
時
に
、
個

人
の
擢
利
の
擁
護
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
行
政
訴
訟
制
度
に
お
い
て
は
、
公
釜
の
維
持
と
個
人
の
樺
利
擁
護
と
は
同
時
に
そ
の
目
的
と
し

　
　
　
（
2
）

て
存
在
し
、
い
ず
れ
か
一
方
の
た
め
に
他
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
あ
ま
り
に
嚴
格
に
裁
判
手
績
を
貴
行
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
、
行
政
磨
の
迅
速
な
事
務
の
塵
理
を
さ
ま
た
げ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
は
、
却
つ
て
、
公
益
の
維
持
が
實
現
さ
れ
な
い
結
果
と
な
る
。
こ

の
二
つ
の
目
的
を
實
現
す
る
た
め
に
は
、
行
政
と
司
法
の
爾
作
用
の
調
和
を
は
か
り
、
裁
判
所
が
、
必
要
に
感
じ
て
審
理
手
績
の
簡
略
化
の
措
置

を
な
し
う
る
方
法
を
承
認
す
る
の
が
適
當
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
要
求
に
答
え
る
手
段
と
は
、
訴
歌
の
審
理
に
よ
り
、
直
ち
に
結
論
を
出
し
、
口
頭
培
論
手
績
を
省
略
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
訴
歌
記

載
の
事
實
に
よ
り
、
係
孚
庭
分
が
自
由
裁
量
の
も
の
で
あ
つ
て
、
且
、
裁
量
の
限
界
内
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、
審
理
の

必
要
が
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
口
頭
舞
論
手
績
を
開
か
ず
に
、
請
求
棄
却
を
な
す
方
法
を
採
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
現
行
の



民
事
訴
訟
法
に
よ
つ
て
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
立
法
論
と
し
て
は
、
考
慮
に
値
す
る
。
即
ち
、
現
行
法
に
よ
れ
ば
、
判
決
は
口
頭
辮
論
に
も
と
づ
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民
訴
一
二
五
1
）
か
ら
、
欝
論
の
短
縮
は
で
き
て
も
、
口
頭
辮
論
を
全
く
省
略
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
て
、
現
行

の
行
政
訴
訟
は
、
そ
の
手
績
の
大
部
分
を
民
事
訴
訟
法
に
も
と
づ
い
て
運
螢
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
方
法
が
、
直
ち
に
實
行
し
う
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で
は
な
い
。
し
か
し
、
右
に
述
べ
た
行
政
訴
訟
制
度
の
特
色
に
鑑
み
、
特
に
こ
の
方
法
を
制
度
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
か
か
る
方
法

は
訴
訟
的
に
は
全
く
新
な
も
の
で
は
な
く
、
既
に
、
刑
事
訴
訟
法
及
び
人
身
保
護
法
に
よ
つ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
刑
事
訴
訟
法
第

三
百
三
十
九
條
第
】
項
に
よ
れ
ば
、
　
「
起
訴
歌
に
記
載
さ
れ
た
事
実
が
眞
実
で
あ
つ
て
も
、
何
ら
の
罪
と
な
る
べ
き
事
実
を
包
含
し
て
い
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

き
」
は
、
公
判
手
績
を
経
ず
し
て
公
訴
棄
却
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
人
身
保
護
法
第
十
一
條
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
「
準
備
調
査
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

結
果
、
請
求
の
理
由
の
な
い
こ
と
が
明
白
な
と
き
は
、
裁
判
所
は
審
間
手
続
を
経
ず
に
、
決
定
を
も
つ
て
請
求
を
棄
却
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
る
。

即
ち
、
口
頭
辮
論
手
績
に
相
當
す
る
審
問
手
績
を
省
略
し
て
請
求
棄
却
の
決
定
を
す
る
便
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
行
政
訴
訟
に

お
い
て
同
様
の
手
段
が
と
ら
れ
て
も
、
必
ず
し
も
國
民
の
擢
利
救
濟
の
道
を
封
ず
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
、
裁
制
所
は
、
自
由
裁
量

の
範
園
内
の
椹
限
行
使
と
し
て
、
虞
分
を
取
消
さ
ず
、
原
告
の
取
溝
請
求
穫
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
判
決
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
政
廉
と

原
告
と
の
法
律
關
係
を
確
定
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
右
の
よ
う
な
主
旨
と
想
像
さ
れ
る
意
見
が
最
高
裁
判
所
當
局
の
一
部
に
お
い
て
主
張
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

た
。
即
ち
、
柳
瀬
教
授
の
紹
介
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
係
雫
塵
分
が
、
自
由
裁
量
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
明
白
で
あ
る
と
き
は
、
訴
を
却

下
し
、
不
明
の
場
合
に
は
審
理
し
て
、
自
由
裁
量
で
あ
る
と
判
明
す
れ
ば
請
求
を
棄
却
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
を
、
柳
瀬
教
授
は
、
前
後
矛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

盾
す
る
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
た
。
當
局
の
意
見
が
、
判
決
の
性
質
に
つ
い
て
、
い
か
に
考
え
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
却
下
の
判
決
を
訴

訟
判
決
の
意
味
に
お
い
て
行
う
な
ら
ば
、
前
後
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
便
法
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

新
に
制
度
化
し
、
輩
に
口
頭
辮
論
を
省
略
す
る
意
味
に
お
い
て
、
外
見
上
は
却
下
の
判
決
を
な
す
方
法
が
、
承
認
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
矛
盾

な
く
同
じ
目
的
を
達
成
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
因
み
に
民
訴
二
〇
二
で
こ
の
種
の
判
決
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
㌧
。

　
　
　
自
由
裁
量
虞
分
に
勤
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
七
六
三
）



　
　
　
　
自
由
皿
裁
量
潜
処
分
に
封
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
七
六
四
）

　
通
論
が
、
訴
却
下
に
よ
つ
て
本
出
悉
番
理
を
捌
除
す
る
の
は
裁
判
所
が
審
理
す
る
こ
と
が
、
司
注
権
に
よ
る
行
政
権
の
侵
現
で
あ
る
と
渚
え
る
か

　
　
　
（
9
）

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
方
法
に
よ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
直
ち
に
、
辮
論
手
績
が
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
行
政
が
、
裁
判
手
綾
に
よ
つ

て
阻
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
言
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
司
法
と
行
政
と
の
作
用
を
調
節
す
る
た
め
に
、
出
訴
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
列
記
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

を
展
止
し
て
、
訴
訟
事
項
の
制
限
を
撤
慶
し
た
現
行
制
度
の
主
旨
に
も
適
合
し
な
い
。
ま
た
、
軍
に
、
訴
却
下
を
主
張
し
た
だ
け
で
は
、
訴
訟
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

件
の
調
査
と
本
案
審
理
と
を
理
論
通
り
に
段
階
的
に
匿
別
せ
ず
、
爾
者
を
同
時
に
交
錯
し
て
行
う
現
行
制
度
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
審
理
手
績

の
省
略
の
結
果
と
は
な
ら
な
い
か
ら
實
務
的
に
は
實
釜
が
な
い
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
∬
）

田
上
「
公
法
研
究
論
丈
」
八
號
一
〇
一
頁
。
美
濃
部
「
行
政
裁
判
法
」
八
三
頁
ー
八
五
頁
。
田
中
「
行
政
法
」
三
一
一
頁
以
下
。

美
濃
部
「
前
掲
」
七
九
頁
。
田
中
「
前
掲
」
三
『
二
頁
。

田
中
「
前
掲
」
三
一
〇
頁
ー
三
一
五
頁
。

團
藤
「
新
刑
事
訴
訟
法
綱
要
」
昭
二
八
・
一
＝
二
頁
、
三
二
六
頁
。

小
林
一
郎
氏
「
人
身
保
護
法
概
論
」
昭
二
四
・
一
五
四
頁
。

柳
瀬
「
自
治
研
究
論
文
」
二
九
巻
二
號
四
頁
ー
五
頁
。

柳
瀬
「
前
掲
」
七
頁
i
八
頁
。
「
前
の
場
合
は
、
…
…
係
一
雫
の
処
分
が
裁
量
処
分
で
あ
る
こ
と
が
初
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
揚
合
と
い
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ

は
帥
ち
、
係
争
の
処
分
は
裁
量
処
分
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
が
裁
判
す
る
者
の
心
の
中
で
行
は
れ
て
、
芳
、
の
結
果
》
、
れ
が
裁
量
処
分
で
あ
る
こ
と
が
明
か
で

あ
る
こ
と
の
意
味
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
場
合
と
後
の
場
合
と
の
相
淫
は
、
た
だ
右
の
判
断
が
裁
判
す
る
者
の
心
の
中
に
お
い
て
行
は
れ

る
か
、
そ
れ
と
も
法
廷
に
お
け
る
審
理
の
形
を
と
つ
て
行
は
れ
る
か
の
形
式
の
上
の
相
違
だ
け
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
実
質
に
お
い
て
は
、
何
れ
の
場
合
に
も

全
く
同
一
の
判
断
が
行
は
れ
、
同
一
の
結
論
が
出
き
．
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
性
質
の
異
る
訴
却
下
と
請
求
棄
却
の

判
決
を
す
る
の
は
、
前
後
矛
盾
す
る
と
さ
れ
た
。

こ
の
場
合
の
訴
却
下
の
判
決
は
、
そ
の
本
質
は
、
本
案
判
決
で
あ
り
、
請
求
棄
却
の
判
決
と
、
そ
の
性
質
が
同
じ
も
の
で
あ
る
。

田
上
前
揚
論
丈
、
　
一
〇
一
頁
。

田
中
「
前
掲
」
二
七
四
頁
以
下
。
原
「
行
政
に
お
け
る
法
治
國
巴
想
の
展
開
」
一
七
〇
頁
以
下
。

伊
東
「
民
訴
致
材
」
口
、
一
〇
七
頁
。


